
個    別    事    業    計     画     書個    別    事    業    計     画     書個    別    事    業    計     画     書個    別    事    業    計     画     書

(単位：千円)
福祉部 高齢福祉課所管部署所管部署所管部署所管部署：：：：

第１章　生涯充実して暮らせる都市を創る

４　医・食・住の充実と高齢者や障がいのある人の自立を支援する

（５）高齢者が安心して暮らせる自立支援

高齢者等生活支援事業 食の自立支援事業 継続事業

介護保険法

南丹市高齢者等生活支援事業実施要綱

食事の支度が困難なため日常生活に支障のある高齢

者等又は食生活の改善が必要と認められるものに対

し、見守りを兼ねて定期的に栄養バランスの取れた食

事を自宅まで配達する。

食事の支度が困難なため日常生活に

支障のある高齢者等又は食生活の改

善が必要と認められるものに対し、見

守りを兼ねて定期的に栄養バランスの

取れた食事を自宅まで配達する。

食事の支度が困難なため日常生活に

支障のある高齢者等又は食生活の改

善が必要と認められるものに対し、見

守りを兼ねて定期的に栄養バランスの

取れた食事を自宅まで配達する。

事 業 名 細 事 業 名 新 継 区 分

具体的な実施

内　　容

当該年度における事業の実施内容

現状の課題

事 業 の 目 的

事 業 の 効 果

高齢者の増加に伴い今後益々配食の需要は高まる

が、供給が不足している。また、見守りを兼ねているた

め緊急時の連絡体制の強化が望まれている。

食事の支度が困難なため日常生活に

支障のある高齢者等又は食生活の改

善が必要と認められるものに対し、見

守りを兼ねて定期的に栄養バランスの

取れた食事を自宅まで配達する。

高齢者の自立した日常生活を支援するための食生活

改善と安否確認。

栄養のバランスが保たれるとともに、食事の支度が困難

な者に対して配食時に利用者の安否確認が行える。
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事業計画期間 平成 23 年度   ～   平成
当該年度に目指す成果・効果

29,836

事業費
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年度

栄養のバランスが保たれるととも

に、食事の支度が困難な者に対し

て配食時に利用者の安否確認が

行える

栄養のバランスが保たれるととも

に、食事の支度が困難な者に対し

て配食時に利用者の安否確認が

行える

栄養のバランスが保たれるととも

に、食事の支度が困難な者に対し

て配食時に利用者の安否確認が

行える

32,222

34,000

総合振興計画

の 位 置 づ け

25 年度

根拠法令等

平成22年度　予算現額 26,600
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